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公立大学法人宮城大学旅費計算・支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公立大学法人宮城大学旅費規程（以下「規程」という。）に定めるもの

のほか、公立大学法人宮城大学（以下「法人」という。）における旅費の計算及び支給につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 
（在勤地内旅行の判定） 

第２条 規程第３条第 1 項第７項に規定する「在勤地」における８キロメートルの算定にあた

っては、旅費システムにより算出された道路距離を用いるものとする。 

２ 在勤地内と在勤地外にまたがって旅行する場合においては、全行程を在勤地外旅行とし

て計算する。 

 
（旅行命令等の変更又は取消の場合における旅費の支給） 

第３条 規程第５条第３項に規定する別に定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。

一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利 

用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払 

戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該

旅行について規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿

泊料の額をそれぞれ超えることができない。 

二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について規程により

支給を受けることができた移転料の額の３分の１に相当する額の範囲内の額。 

三  外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、

当該旅行について規程により支給を受けることができた額の範囲内の額。 

四 前号にかかわらず、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の事故、天災その他

本人の責に帰すべきでない事由により旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その

喪失した範囲内の額。 

 
（旅行の経路） 

第４条 規程第６条第２項に定める「最も経済的な通常の経路及び方法」の解釈について、 

「通常の経路」とは、申請のあった交通手段による旅行の経路が社会一般人の利用する経

路であり、また「最も経済的」とはその経路が２以上ある場合において、原則そのうち最

も低額な旅行の経路によって旅費を計算することである。なお、公共交通機関を利用する

場合においては、鉄道、水路及び陸路を総合して考慮するものとする。 

２ 教職員の旅行の経路については、原則在勤場所（常時勤務する在勤場所のない教職員等

については、その住所又は居所）を発着とする旅行のみとする。ただし、用務の開始時間

及び終了時間、交通機関の状況並びに用務の内容等を総合的に判断し、旅行命令権者が認

めた場合に限り、居住地発着を認めるものとする。 

 
（旅費の計算） 

第５条 旅費は、出発地から目的地まで及び目的地から帰着地までの旅費を支給することと

し、実際の行程によらず規程第６条第２項にもとづいた経路により計算する。なお、宿泊 
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地への交通費を含め、経路外の旅費は支給しない。 

２ 車賃の支給（公用車を除く） 

一 自動車による旅費計算においては、旅費システムにより算出された距離を用いること

とする。 

二 旅費の計算においては、自動車を利用した区間距離毎（１キロメートル未満切り捨て）

に規定で定めた単価を乗じるものとする。 

三 タクシーの利用については、以下の場合に限り利用を認め、原則領収書にもとづき実

費を支給し、精算時には使用理由を書面にて提出することとする。 

イ 目的地が最寄駅から直線で２キロメートル超であり、かつ目的地までの公共交通機

関が利用できない状況の場合 

ロ 用務の緊急性や時間的な制約により、タクシー以外の公共の交通機関による移動で

は用務に支障をきたす場合 

ハ 鉄道等との接続の関係上、タクシーを利用することにより旅費総額が減る場合 

四 レンタカーの利用については、以下の場合に限り利用を認め、原則領収書にもとづき

実費（保険料、燃料代等の諸経費を含む）を支給し、精算時には使用理由を書面にて提

出することとする。 

イ 公共交通機関及びタクシーが利用できない状況で、徒歩による移動が困難な場合 ロ 

用務の内容等により、レンタカーを利用することが合理的であると旅行命令権者が 

認めた場合 

３ バス賃の支給 

一 バスによる旅費計算においては、領収書の提出を原則とした実額により支給すること

とするが、仙台市内及びその周辺においては、運賃表が公開されている場合において省

略することができる。 

二 領収書の提出を省略する場合、最も経済的な通常の経路により計算することとする。

三 高速バスについては、公共交通機関が利用できない状況又は、利用距離がおおむね３ 

００キロメートル未満であり、かつ高速バスを利用することが合理的であると旅行命令 

権者が認めた場合に限り実費を支給することとする。 

４ 鉄道賃の支給 

一 急行料金及び座席指定料金の支給基準については、以下のとおりとする。 

なお、客車の全てが座席指定となっている場合には、総乗車区間距離が１００キロメ

ートル未満の場合においても、座席指定料金を支給できるものとする。 

料金等の種類 支給要件※ 

指定席特急料金 ・総乗車区間距離が片道１００キロメートル以上 

自由席特急料金 ・総乗車区間距離が片道７０キロメートル以上 

・総乗車区間距離が片道７０キロメートル未満の場合において

も、以下の新幹線区間においては旅行命令権者の特命により利用

可能とする。 

古川駅 

仙台駅 ～ くりこま高原駅 

一ノ関駅 

普通急行料金 ・総乗車区間距離が片道５０キロメートル以上 

※旅費システムにより算出された距離を基準とする。 
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５ 船賃の支給 

一 フェリー等の自動車積載可能な船舶を利用して、自動車の運搬を必要とする場合、事前

に旅行命令権者が認めた場合に限り利用を認め、原則領収書にもとづき実費を支給し、精

算時には使用理由を書面にて提出することとする。 

６ 航空賃の支給 

一 航空賃の精算においては、原則航空賃の領収書の他、航空券の半券や搭乗証明書等、

搭乗を確認できる書類を提出することとする。 

７ 宿泊費の支給 

一 宿泊費の支給に関しては以下の場合に限り支給することができるものとし、前泊及び

後泊を希望する場合には、精算時に時間を記載した行程表を提出することとする。 

イ 用務地にて連日の用務があり、宿泊料が往復する場合の交通費より低廉である場合

ロ 用務当日に出発地をおおむね午前７時以前に出発する必要がある場合 

ハ 用務終了後、帰着地到着がおおむね午後１１時以降となる場合 

 
（旅費の調整） 

第６条 規程第１１条第２項に規定する別に定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。

一 旅行において公用車を利用した場合、当該交通費については支給しない。 

二 出張旅費について、法人以外から旅行に要する費用が支給又は負担された場合、当該

区間における旅費相当額については支給しない。 

三 宿泊を要する旅行において自宅、実家及び友人宅等宿泊施設以外に宿泊した場合、宿

泊料は支給しない。 

四 同一地域に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した翌日か

ら起算して、滞在日数３０日を超える場合にはその越える日数について定額の１０分の 

１に相当する額、滞在日数６０日を超える場合にはその越える日数について定額の１０

分の２に相当する額を減額する。 

五 旅行の手段が届出のある通勤手段と同一の場合かつ、居住地から用務先へ直行又は、

用務先から居住地へ直帰した場合における通勤調整については以下の方法により行う。

なお、公立大学法人宮城大学就業規則に定める休日、休暇（休日の振替を行う場合を除

く）における旅行については、原則通勤調整は行わない。 

イ 自家用車による通勤の場合、自家用車による交通費を上限として、「通勤調整単価」

を差し引いて支給する。 

通勤調整単価＝通勤手当認定距離（小数点以下切り捨て）×規程別表第３に定める

自家用自動車等を利用する場合の１キロメートル当たりの金額 

ロ 定期券（鉄道・地下鉄・バス）による通勤の場合において、旅行区間に定期券の利用

が可能な場合、当該区間の交通費は支給しない。 

ハ ＩＣカード乗車券（地下鉄・バス）による通勤の場合において、旅行区間にＩＣカ

ード乗車券の利用が可能な場合、当該交通費から加算分調整後の通勤手当相当額を限

度に減額して交通費を支給する。 

 

 
附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


